
第
四
十
六
条
第
二
項

第
二
十
一
条
第
二
項

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
一
条
第
二
項

第
二
十
二
条
第
一
項

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
二
条
第
一
項

第
四
十
六
条
第
三
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準

用
す
る
令
第
二
十
八
条

第
四
十
六
条
第
三
項
第
一
号

第
二
十
二
条
第
一
項

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
二
条
第
一
項

第
二
十
三
条
第
二
項
各
号

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
三
条
第
二
項
各
号

前
条
第
一
項

第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四

号

前
条
第
一
項
第
二
号

第
二
十
一
条
第
二
項
各
号

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
一
条
第
二
項
各
号

前
条
第
二
項

第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び

第
二
項

前
条
第
三
項

第
二
十
三
条
第
三
項

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
三
条
第
三
項

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
六
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
期
間
の
延
長
の
請
求
等
の
様
式
等
）

（
期
間
の
延
長
の
請
求
等
の
様
式
等
）

第
四
条
の
二

﹇
略
﹈

第
四
条
の
二

﹇
略
﹈

２
・
３

﹇
略
﹈

２
・
３

﹇
略
﹈

令和元年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
十
六
号

不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
特
許
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
六
月
十
九
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

特
許
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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